
 令和７年度松浦市介護サービス施設等物価高騰緊急支援金事業  

 

概要 

 エネルギー等の物価高騰の影響を受けた市内の介護サービス施設等（以下、「施設等」）に対して、支援

金を支給することで負担の軽減を図る。 

 

支援の対象 

 次の１及び２を満たすこと。 

 １．支給対象者 

  （１）松浦市内において、申請日時点で次の施設等を運営し、支援金の受領後も事業を継続する意思

がある社会福祉法人等 

 【入所系】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護（空床型を除く）、短期

入所療養介護（空床型を除く）、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

 

【訪問系】 

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援 

 

【通所系】 

通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護 

 

  （２）次のいずれにも該当しない者 

    ①国や地方公共団体 

    ②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規

定する暴力団（以下、「暴力団」という。） 

    ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下、

「暴力団員」という。） 

    ④暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの 

 

 ２．支給対象施設等 

  申請日時点で１（１）に掲げる施設等の指定、許可を受けており、かつ、次のいずれにも該当しない 

こと。 

   〇申請日時点で休止又は廃止している施設等 

   〇令和７年度中に休止又は廃止を予定している施設等 

 

 



支援金の額 

 施設等の１（１）に掲げる区分に応じて以下の金額を支給します。 

区分 光熱費分 食材費分 

入所系 定員１人あたり ４，０００円 

 

定員１人あたり 7,000 円 

 

※短期入所療養介護、特定施設

入居者生活介護、認知症対応型

共同生活介護のみ。 

訪問系 １事業所あたり２１，０００円 ― 

通所系 １事業所あたり５９，０００円 定員１人あたり２，０００円 

     県医療政策課が給付する医療機関等への支援金の支給を受ける定員数については、 

     支給対象外とします。（重複しての給付は不可）。 

 

支援金の申請 

 １．申請期間 

  令和８年２月１６日（月）から令和８年２月２７日（金）まで 

 

 ２．申請方法 

  長寿介護課介護保険係に提出書類一式を提出してください。 

 

 ３．提出書類 

  ①申請書（様式１号） 

  ②交付申請内訳書（別紙１） 

  ③誓約書（別紙２） 

  ④振込先口座情報が分かる通帳等の写し等 

   ※通帳の表紙及び表紙裏の見開きの写しの両方を添付してください。 

  ⑤交付請求書（様式第５号） 

 

 ４．留意事項 

  ①原則、同一法人が複数の施設等を経営している場合には、同一法人内の施設をまとめて申請してく 

ださい。 

  ②支援金の支給に関し、必要な調査を行うことがあります。支給を受けようとし、または支給を受け 

た事業者等は調査に協力しなければなりません。 

③支援金の支給を受けた事業者が上記要件を満たさないことが判明した場合は、支援金を返還しな 

ければなりません。 

 



令和７年度補正物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金にかかる補助金等の名称、目的、金額、事業の内容等 

 

（松浦市補助金等交付規則 第 3 条関係） 

補助金等の名称 目的 支給対象者 金額及び事業の内容 

松浦市介護サー

ビス施設等物価

高騰緊急支援事

業 

エネルギー等物価

高騰の影響を受け

ている市内の介護

施設に対し、支援

金を支給すること

で、施設等の負担

軽減を図り、利用

者への支援に影響

を生じさせないよ

うにするとともに

サービスの継続的

な提供を促進す

る。 

次の（１）、（２）の要件を満たす者 

 

（１）松浦市内において、申請日時点で次の施設等を運営

し、支援金の受領後も事業を継続する意思がある社

会福祉法人等 

 

 

 

【入所系】 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期

入所生活介護（空床型を除く）、短期入所療養介護（空床

型を除く）、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同

生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

 

【入所系】 

 光熱費分  定員１人あたり ４，０００円 

 食材料費分 定員１人あたり ７，０００円 

 

 ただし、食材料費分については、短期入所療養

介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共

同生活介護のみ支給。 

【訪問系】 

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護

支援 

 

【訪問系】 

 光熱費分  １事業所あたり２１，０００円 

【通所系】 

通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーショ

ン、地域密着型通所介護 

【通所系】 

 光熱費分  １事業所あたり５９，０００円 

 食材料費分 定員１人あたり ２，０００円 

 

 

    



  

（松浦市補助金等交付規則 第 21 条関係） 

 この支援金は交付申請書の提出をもって実績報告書の提出に代え、交付の決定をもって額を確定したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

  ※いずれも、申請日時点で（１）に掲げる施設等の指定、

許可を受けており、かつ、次のいずれにも該当しないこと 

 ・申請日時点で休止又は廃止している施設等 

 ・令和７年度中に休止又は廃止を予定している施設等 

 

 

（２）次のいずれにも該当しない者 

  ①国や地方公共団体 

  ②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７条）第２条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。） 

  ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。） 

  ④暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その

他市長が認めるもの 

 

 


